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９ 広報　ひがしちちぶ

　厚生労働省では毎年１１月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会
全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう集中的な広報・
啓発活動を実施しています。
　本村でも要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るため、平成１７年度に東秩父村要保
護児童対策地域協議会を設置し、この問題に対応しています。児童虐待に関する相談や通告は、
住民福祉課（☎８２－１２２６）または、児童相談所全国共通ダイヤル１８９( いちはやく ) へ
お寄せください。連絡は匿名で行うことが可能です。また、連絡者や連絡内容に関する秘密は
守られます。

　東秩父村手をつなぐ育成会では、９月６日（水）、比企地区育成会の
皆さんと一緒に鬼太鼓座さんで太鼓の体験をしました。そしてランチを
食べながら情報交換をし、交流をしました。
　手をつなぐ育成会とは、障害を持つ子どものいる家族の会です。全国
にある組織で、それぞれの市町村にあります。東秩父村育成会は社協に
事務所があり、９名の会員がいます。比企地区での活動を中心に学習会
や交流会を通して福祉の現状などを学び、日々の悩みや親亡き後の子ど
もの生活などを話し合い、考えています。障害を持つ子どもさんのいる家族の方は、どなたで
も会に参加できます。和気あいあいと楽しい交流をしながら不安を安心に変えていきませんか？
一緒に育成会で活動をして頂ける方の参加をお待ちしています。　　　　　　 会長　渡辺治見
●問合せ　住民福祉課　☎８２－１２２６・社会福祉協議会　☎８２－１２３８

  「東秩父村で楽しもう」　東秩父村手をつなぐ育成会
今抱えている悩みや不安を解消するために参加をしてみてはいかがですか

「１１月は児童虐待防止推進月間です」
  －あなたしか  気づいてないかも  そのサイン－

　　　　　寄居バイオガスプラント施設見学会
　　　　　　　　　　　 エネルギーについて学ぼう

　小川地区衛生組合管内の「燃えるごみ」は、微生物の力を活用し再利用する「乾式メタン発
酵処理」を行っており、温室効果ガスの削減効果を期待できます。８月の見学会に続き、今回
は第２回目となります。普段見ることのできない処理施設を見学してみませんか？
●開   催   日　１２月１３日 ( 水 )
●受付時間　午前１０時１５分～午前１０時３０分　　　
●開始時間　午前１０時３０分～（１時間程度）
●見学施設　オリックス資源循環株式会社寄居バイオガスプラント
●住　　所　埼玉県大里郡寄居町西ノ入３０５０- ２３
　　　　　　（埼玉県環境整備センター「彩の国資源循環工場」内）
●申込方法　東秩父村保健衛生課窓口または電子メール hoken@vill.higashichichibu.saitama.jp
　　　　　　※メールの方は、見学会申込希望を記載の旨、参加を希望される方の名前、住所、
　　　　　　連絡先を電子メールでお送りください。先着順で、定員になり次第締め切ります。
　　　　　　１１月１日（水）午前８時３０分より受付開始
●申込期限　１１月３０日 ( 木 )　午後５時まで　（参加費は無料）　
●参加人数　 先着１０名　小川地区衛生組合管内にお住まいの方ならどなたでも参加いただけます。
　　　　　　※小学生以下の場合は、保護者同伴となります。
●来　　場　現地に集合・解散となります。　　
●持   ち   物　マスク、筆記用具（メモを取りたい方）
●注意事項　３７. ５度以上の発熱、息苦しさ、咳、咽頭痛などの症状の
　　　　　　ある方は、参加をお控えください。
●問   合   せ　保健衛生課　☎８２－１７７７


